
・変更内容 

（変更前） 

２７．料金の口座振替 

（１）料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたしす。 

（２）お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関所定の申込 

書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。 

（３）料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。 

（４）料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは 

料金を払込みの方法でお支払いいただきます。 

（変更後） 

２７．料金の口座振替及びクレジットカード払い 

●料金の口座振替 

（１）料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。 

（２）お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関所定の申込 

書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。 

（３）料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。 

（４）料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは 

料金を払込みの方法でお支払いいただきます。 

① 既にガスをお使いのお客さまは口座振替申し込み時点でご利用いただいている支払い方法 

② 新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法 

●料金のクレジットカード払い 

（５）料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社が指定したクレジットカード会社と 

お客さまとの契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法により 

お支払いただきます。 

（６）お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は 

クレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に 

申し込んでいただきます。 

（７）クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされる日は、当社が指定した日といたします。 

（８）料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払 

いの手続きが完了するまでは料金を次の方法でお支払いいただきます。 

① 既にガスをお使いのお客さまはクレジットカード払い申し込み時点でご利用いただいている支払い方法 

② 新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法 

 

変 更 後 の ガ ス 小 売 供 給 約 款 （ 一 般 ） は 、 2024 年 ４ 月 1 日 よ り （ https://nodagas.com/wp-

content/uploads/2024/04/1_yakkan_ippan.pdf）でご覧いただけます。詳細はこちらよりご確認ください。 

以上 
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